
190515例規整備_国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律 

1 

Copyright(c) 2019 GYOSEI，All Rights Reserved 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正

する法律－国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 公職選挙法 

 例規整備 

 

○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

及び公職選挙法の一部を改正する法律 〔例規整備〕  

 

公布年月日番号  令和元年５月１５日法律第１号 

施行年月日     公布の日（一部：平成３１年６月１日[注]） 

  [注] 平成３１年２月に国会に提出された国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選

挙法の一部を改正する法律案の元号表記のままとなっています。 

 

＜概 要＞                                                

令和元年５月１５日に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び

公職選挙法の一部を改正する法律（令和元年法律第１号。以下「改正法」とい

う。）が公布されました。 

今回の改正内容は、次のとおりです。 

１ 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１７

９号）の一部改正 

参議院選挙のある年の定例改正として、最近の物価変動等を踏まえ、投票所

経費等の基準額の改定を行うとともに、投票所及び開票所の事務を行うための

設備の整備等に係る加算規定等を設ける。 

また、以下の２③に掲げる公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）の一部

改正による制度改正に伴い、事務費の基準額の改定を行う。 

 

２ 公職選挙法の一部改正 

有権者の投票環境の向上に関する具体的方策を検討するために総務省に設

置した「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告等を踏まえ、かつ、最

近の選挙の実情に対応して、次の制度改正を行う。 

① 天災等の場合における安全・迅速な開票に向けた規定の整備 

悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、安全・迅速

な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の規定を

整備する。選挙の当日、既存の投票区の投票所とは別に、市町村の区域内
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のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投票所を設置するこ

とができることとする。 

② 投票管理者及び投票立会人の選任要件の緩和 

投票所の円滑な設置・運営を図るため、投票管理者及び投票立会人の選

任要件を緩和する。それぞれ次に掲げる者のうちから選任される。 

・投票管理者 

現 行 当該選挙の選挙権を有する者 

改正後 選挙権を有する者 

・投票立会人 

現 行 各投票区における選挙人名簿に登録された者 

改正後 選挙権を有する者 

 

③ 選挙公報の掲載文の電子データによる提出 

選挙公報の掲載文を電子データで提出できるようにし、事務の合理化と

各世帯配布の早期化を図る。 

 

＜例規整備＞                                              

１ 投票所経費等の基準額の改定等 

 改正法第１条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に

関する法律の規定（同法第１３条の３の規定を除く。）及び改正法附則第３条

の規定による改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）別表第１の規定

は、改正法の施行の日（＝公布の日（令和元年５月１５日））以後その期日を

公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本

国憲法第９５条の規定による投票について適用し、同日の前日までにその期日

を公示され又は告示されたものについては、なお従前の例によることとされま

す。 

例規中において国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定す

る額相当額を規定している場合で、引き続き同法に定める額相当額とする御方

針である場合には、当該箇所につき改正が必要です。以下に改正例を掲げます

ので、御参照ください。 

 

該当例規名 ○○市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例 

該当条文 改正条文 
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別表（第２条関係） 

区分 報酬の額 

選挙長 １ 日 に つ き  

１０，６００円 

投票所の投票管理者 １ 日 に つ き  

１２，６００円 

共通投票所の投票管

理者 

１ 日 に つ き  

１２，６００円 

期日前投票所の投票

管理者 

１ 日 に つ き  

１１，１００円 

開票管理者 １ 日 に つ き  

１０，６００円 

投票所の投票立会人 １ 日 に つ き  

１０，７００円 

共通投票所の投票立

会人 

１ 日 に つ き  

１０，７００円 

期日前投票所の投票

立会人 

１ 日 に つ き  

９，５００円 

開票立会人 １ 日 に つ き  

８，８００円 

選挙立会人 １ 日 に つ き  

８，８００円 
 

別表（第２条関係） 

区分 報酬の額 

選挙長 １ 日 に つ き  

１０，８００円 

投票所の投票管理者 １ 日 に つ き  

１２，８００円 

共通投票所の投票管

理者 

１ 日 に つ き  

１２，８００円 

期日前投票所の投票

管理者 

１ 日 に つ き  

１１，３００円 

開票管理者 １ 日 に つ き  

１０，８００円 

投票所の投票立会人 １ 日 に つ き  

１０，９００円 

共通投票所の投票立

会人 

１ 日 に つ き  

１０，９００円 

期日前投票所の投票

立会人 

１ 日 に つ き  

９，６００円 

開票立会人 １ 日 に つ き  

８，９００円 

選挙立会人 １ 日 に つ き  

８，９００円 
 

 

２ 選挙公報の掲載文に係る制度改正に伴う事務費の基準額の改定等 

  改正法第２条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に

関する法律の規定、改正法第３条の規定による改正後の公職選挙法の規定、

改正法附則第４条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法（昭和

２２年法律第１３６号）の規定及び改正法附則第５条の規定による改正後の

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条（同法第９９条第５項におい

て準用する場合に限る。）の規定は、改正法附則第１条ただし書に規定する規

定の施行の日（平成３１年６月１日）以後その期日を公示され又は告示され


